
第
三
者
行
為
に
よ
る

損
害
賠
償
請
求
の
し
く
み

　
第
三
者
行
為
に
よ
る
ケ
ガ
や
病

気
の
治
療
に
つ
い
て
も
、
国
保
や

後
期
高
齢
者
医
療（
以
下「
国
保

等
」）を
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
の
場
合
、
本
来
、
相
手
方（
以

下「
第
三
者
」）が
負
担
す
べ
き
治

療
費
を
、
国
保
、
国
保
組
合
、
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合（
以
下

「
保
険
者
」）の
い
ず
れ
か
が
一
時

的
に
立
て
替
え
、
後
日
、
そ
の
治

療
費
を
第
三
者
に
請
求
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
、
第
三
者
行
為
に
よ
る

損
害
賠
償
請
求
事
務
と
呼
ん
で
い

ま
す
。

　
被
害
者
は
、
国
保
等
を
使
っ
て

治
療
を
受
け
た
時
に
は
、
必
ず
、

保
険
者
窓
口
に「
第
三
者
行
為
に

よ
る
被
害（
傷
病
）届
」を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
第
三
者
行
為
に
は
何
が
あ
る
の
？

■
届
出
に
必
要
な
も
の
は
？

①
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
被
害
届

②
交
通
事
故
証
明
書（
交
通
事
故
の
場
合
）

　
※
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
で
発
行
し
て
い
ま
す
。

　
※
物
件
事
故
扱
い
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、⑥「
人
身
事
故
証

明
書
入
手
不
能
理
由
書
」が
別
途
必
要
に
な
り
ま
す
。

③
事
故
発
生
状
況
報
告
書

④
念
書（
被
保
険
者（
被
害
者
）が
記
入
）

⑤
誓
約
書（
相
手
方（
加
害
者
）が
記
入
）

⑥
人
身
事
故
証
明
書
入
手
不
能
理
由
書

⑦
認
印

※
①
、③
、④
、⑤
、⑥
の
様
式
は
保
険
者
窓
口
で
入
手
、
ま
た
は

村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
詳
し
く
は
保
険
者
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
保
険
者
は
治
療
費
を
誰
に
請
求
す
る
の
？

　
加
害
者
の
車
の
任
意
保
険
や
自
賠
責
保
険
、
施
設
賠
償
保
険

に
請
求
し
ま
す
。

　
加
害
者
が
保
険
な
ど
に
未
加
入
で
あ
れ
ば
、
加
害
者
本
人
に

請
求
し
ま
す
。

国民健康保険からのお知らせ
〈問い合わせ〉健康推進課  医療保険係国保担当 ℡（67）2704

治
療
を
受
け
た
場
合
は
、
国
保
・
後
期
の
窓
口
へ
届
出
を
！

あ
な
た
が
交
通
事
故
な
ど
で
ケ
ガ
を
し
て
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
を
使
っ
て

〈問い合わせ〉健康推進課 介護保険係　℡（67）2704

介護保険料納付の開始時期について
　介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、公費のほか65歳以上の「第1号被保険者」
の人の介護保険料と、40歳から64歳までの「第2号被保険者」の人の介護保険料により支えられています。
　なお、介護保険料の納付開始時期については、次のようになります。

○年金（老齢〔退職〕年金・遺族年金・障害年金をい
います）が年額18万円未満の人【普通徴収】

　役場からの「納付書」または、「口座振替」（別途、
金融機関に申し込みが必要です。）で納めていただ
きます。

○年金が年額18万円以上の人【特別徴収】
　年金の支給月（4月・6月・8月・10月・12月・2月）
に年6回に分けて天引きになります。

　なお、特別徴収開始時期については、65歳になった
時期や、村外からの転入時期により異なります。開
始時期の目安は次のとおりとなります。〔下記の表①〕
　　また、開始時期については、事前に「介護保険
料特別徴収開始通知」にてお知らせ致しますので、
金額や天引きされる月日をご確認ください。なお、
それまでは、「納付書」または、「口座振替」による
【普通徴収】となります。

　□特別徴収の開始時期（目安）

①「第1号被保険者」の人について
　〔65歳到達前日に属する月より該当〕

介護保険料については、「40歳になる誕生日の前日
に属する月」から徴収されます。
　□介護保険料の開始月（例：10月生まれの場合）

　□介護保険料の納付方法
　　○会社員などサラリーマンの人…
　　　健康保険料と一緒に給与からの天引きとなります。
　　○個人事業など自営業の人…
　　　国民健康保険料と一緒に納付となります。

②「第2号被保険者」の人について
　〔40歳到達前日に属する月より該当〕

翌年度4月

翌年度6月

翌年度8月

翌年度10月

特別徴収開始時期

4月～ 9月

10月・11月

12月・1月

2月・3月

65歳になった（転入した）時期
〔表①〕

10月から

10月から

9月から

徴収開始月

10月2日

10月31日

10月1日（※注1）

40歳になった誕生日

※あくまで目安であり、年金手続きの時期など個々の状況に
　よって異なる場合がありますので、ご了承願います。

（※注1）10月1日の前日は、9月30日となりますので、
　　　　9月からの開始になります。

第
６
回

Aso
動
物
愛
護
ま
つ
り

　「
第
６
回
A
s
o
動
物
愛
護
ま
つ
り
」が

開
催
さ
れ
ま
す
。

　
長
寿
犬
猫
の
表
彰
、
ペ
ッ
ト
フ
ォ
ト
コ

ン
テ
ス
ト
、
乗
馬
体
験
、
災
害
や
動
物
に

関
す
る
イ
ベ
ン
ト
等
に
加
え
、
阿
蘇
地
域

の
特
産
品
抽
選
会
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

■
日
時

　
10
月
６
日（
土
）　
午
後
１
時
〜
３
時

■
場
所
　

　
阿
蘇
草
原
保
全
活
動
セ
ン
タ
ー

　
草
原
情
報
館

　（
阿
蘇
市
小
里
６
５
６
‐
１
）

■
参
加
費
　
無
料

■
主
催

　
阿
蘇
地
域
動
物
愛
護
推
進
協
議
会

 〈
問
い
合
わ
せ
〉

阿
蘇
地
域
動
物
愛
護
推
進
協
議
会
事
務

局（
阿
蘇
保
健
所
衛
生
環
境
課
内
）

〒
８
６
９
‐
２
６
１
２

阿
蘇
市
一
の
宮
町
宮
地
２
４
０
２

℡
０
９
６
７（
２
４
）９
０
３
５
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